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第
七
十
八
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
消
費
等
」
の
下
に
「
（
第
三
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
売
渡

し
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
製
造
た
ば
こ
」
の
下
に
「
（
加
熱

式
た
ば
こ
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
喫
煙
用
の
紙
巻
た
ば
こ
」
を
「
紙
巻
た
ば
こ
」
に
、
「
当

該
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
の
表
第
一
号
イ
中
「
パ
イ

プ
た
ば
こ
」
を
「
葉
巻
た
ば
こ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
葉
巻
た
ば
こ
」
を
「
パ
イ
プ
た
ば
こ
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
、
第

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
計
算
し
た

紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に

〇
・
二
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

加
熱
式
た
ば
こ
（
特
定
加
熱
式
た
ば
こ
喫
煙
用
具
を
除
く
。
）
の
重
量
の
一
グ
ラ
ム
を

も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法 

二 

加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
部

分
の
重
量
を
除
く
。
）
の
○
・
四
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
○
・
五
本
に
換
算
す

る
方
法 

三 

次
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
の
紙
巻
た

ば
こ
の
一
本
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
○
・
五
本
に
換
算
す
る
方
法 

イ 

売
渡
し
等
の
時
に
お
け
る
小
売
定
価
（
た
ば
こ
事
業
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
認
可
を
受
け
た
小
売
定
価
を
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
加
熱
式
た
ば
こ 

当
該
小
売
定
価
に
相
当
す
る
金
額
（
消
費
税
法
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税

に
相
当
す
る
金
額
及
び
第
三
節
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
除
く
。
） 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ 

た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

七
十
二
号
）
第
十
条
第
三
項
第
二
号
ロ
及
び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
金

額 

第
三
十
三
条
の
四
中
「
八
百
六
十
円
」
を
「
九
百
三
十
円
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
〇
・
八
」
を
「
〇
・
六
」
に
、
「
〇
・
二
」
を
「
〇
・
四
」

に
改
め
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
五
条
中
「
所
得
割
の
納
税
義
務
者
」
を
「
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
二
千
五
百
万
円

以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
〇
・
六
」
を
「
〇
・
四
」
に
、
「
〇
・
四
を
」
を
「
〇
・
六

を
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
の
四
中
「
九
百
三
十
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
〇
・
四
を
」
を
「
〇
・
二
を
」
に
、
「
〇
・
六
」
を
「
〇
・

八
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
の
四
中
「
千
円
」
を
「
千
七
十
円
」
に
改
め
る
。 

第
五
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
一
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
「
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
計

算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
、
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換
算

し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
計
算
し
た
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、

同
項
第
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
八
項
中
「
は
、
改
正
後
の
条
例
」
を
「
は
、
埼
玉
県
税
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
項
中
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
」
に
、
「
二

百
四
円
」
を
「
二
百
七
十
四
円
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
五
項
」
の
下
に
「
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
項
の
表
附
則
第
十
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
」
を
「
平
成
三
十
一

年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
二
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」

を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
三
項
の
項
中
「
平
成
三
十
一

年
四
月
三
十
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
五
項
の
項

中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
の
下
に
「
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
加
え
、
「
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
る
。 
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
及
び
附
則
第
十
一
項
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日 

二 

第
三
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定

並
び
に
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日 

三 

第
三
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定 

平
成
三
十
三
年

一
月
一
日 

四 

第
四
条
及
び
附
則
第
二
十
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
の
規
定 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日 

五 

第
五
条
及
び
附
則
第
二
十
八
項
の
規
定 

平
成
三
十
四
年
十
月
一
日 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
平

成
三
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
二
年
度
分
ま

で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き

で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

平
成
三
十
年
十
月
一
日
前
に
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
又
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
同
条
例
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。
以
下
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
地
方
税
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
第
七
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
（
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
紙
巻

た
ば
こ
三
級
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
附
則
第
九
項
に
お
い
て
「
製
造
た
ば
こ
」

と
い
う
。
）
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
卸
売
販
売
業
者
等
（
以
下
「
卸
売
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
次
項
第
一
号
及
び
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
「
新

法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
（
以
下
「
小
売
販

売
業
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に

こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
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た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該

製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
県
た
ば
こ
税
を
課

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
千
本
に
つ
き
七
十
円
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
そ
の
者
が
卸
売
販
売
業

者
等
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
貯
蔵
場
所
ご

と
に
、
そ
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規

定
す
る
も
の
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
地
方
税
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
様
式

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
新
法
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の

区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
附
則
第
十
四
項
第
一
号
及
び
附
則
第
二
十
二
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う
ち
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
も

の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

二 

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県

た
ば
こ
税
額 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

６ 

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ

税
に
係
る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税

に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し

た
と
き
は
、
当
該
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

７ 

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
、

当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
書

に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
六
、
第
三
十
三
条
の
九
の
二
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
の
規
定

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

  

第
三
十
三
条
の 

前
項 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正 
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９ 

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売

業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ

れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す

る
金
額
を
、
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
八
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該

製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額

に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除

し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者

等
が
同
条
例
第
三
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い
て
の

明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
県
た
ば
こ
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
の

間
に
限
り
、
埼
玉
県
税
条
例
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
五
項
に

規
定
す
る
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
（
埼

玉
県
自
動
車
税
事
務
所
を
除
く
。
）
の
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
告
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務 

二 

調
査
に
関
す
る
事
務 

11 

附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た

県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

12 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に

第
三
十
三
条
の

九
の
二
第
一
項 

第
三
十
三
条
の

三
第
三
項 

三
第
二
項 

こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
申
告
書

の
提
出
期
限 

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で 

第
一
項 

 

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第

五
項 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第

四
項 

す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県

条
例
第 

 
 

号
。
次
項
及
び
第

三
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項
に
お

い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
項 
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課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

13 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
前
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
新
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
（
以
下
「
製
造
た
ば
こ
」
と
い
う
。
）
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す

る
卸
売
販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法

等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造

た
ば
こ
を
同
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同

項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業

者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、

県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
千
本
に
つ

き
七
十
円
と
す
る
。 

14 

前
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
そ
の
者
が
卸
売
販
売
業

者
等
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
貯
蔵
場
所
ご

と
に
、
そ
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規

定
す
る
も
の
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る

様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
二
年
十
一
月
二
日
ま
で
に
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う
ち
売
渡
し

等
が
行
わ
れ
た
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本

数 

二 

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県

た
ば
こ
税
額 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

15 

附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば

こ
税
に
係
る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
は
、
知
事

に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

16 

附
則
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額

を
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

17 

附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
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例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
二
年
十
月
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
、
第

三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
六
、
第
三
十
三
条

の
九
の
二
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
平
成
三
十
二
年
十
月
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

               

18 

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売

業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課

さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当

す
る
金
額
を
、
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
八
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当

該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金

額
に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控

除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業

者
等
が
同
条
例
第
三
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い
て

の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

19 

附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
県
た
ば
こ
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
埼
玉
県
税
条
例
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則

第
十
四
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
県
税

第
三
十
三
条
の

九
の
二
第
一
項 

第
三
十
三
条
の

三
第
三
項 

第
三
十
三
条
の

三
第
二
項 

こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
申
告
書

の
提
出
期
限 

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で 

第
一
項 

前
項 

平
成
三
十
二
年
十
一
月
二
日 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
十

四
項 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
十

三
項 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県

条
例
第 

 
 

号
。
次
項
及
び
第

三
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項
に
お

い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
三
項 
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事
務
所
（
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
を
除
く
。
）
の
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

附
則
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
告
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務 

二 

調
査
に
関
す
る
事
務 

20 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に

課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

21 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
前
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
販
売
の
た
め

所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所

得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て

当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み

な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸

売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み

な
し
て
、
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該

売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
当
該
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、

千
本
に
つ
き
七
十
円
と
す
る
。 

22 

前
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
そ
の
者
が
卸
売
販
売
業

者
等
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
貯
蔵
場
所
ご

と
に
、
そ
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
で
同
項
に
規

定
す
る
も
の
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る

様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
の
う
ち
売
渡
し

等
が
行
わ
れ
た
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本

数 

二 

前
号
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県

た
ば
こ
税
額 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

23 

附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た

ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
一
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
は
、

知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

24 

附
則
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
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額
を
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

25 

附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
平
成
三
十
三
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三

十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
六
、
第
三
十
三
条
の
九
の
二
並
び
に
第
三

十
三
条
の
十
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
平
成
三

十
三
年
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。 

               

26 

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売

業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を

課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相

当
す
る
金
額
を
、
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
八
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る

当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る

金
額
に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら

控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売

業
者
等
が
同
条
例
第
三
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
施
行

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
に
つ
い

て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

27 

附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
県
た
ば
こ
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

第
三
十
三
条
の

九
の
二
第
一
項 

第
三
十
三
条
の

三
第
三
項 

第
三
十
三
条
の

三
第
二
項 

こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
申
告
書

の
提
出
期
限 

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で 

第
一
項 

前
項 

平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二

十
二
項 

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二

十
一
項 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県

条
例
第 

 
 

号
。
次
項
及
び
第

三
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項
に
お

い
て
「
平
成
三
十
年
改
正
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
項 
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次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
埼
玉
県
税
条
例
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
県

税
事
務
所
（
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
を
除
く
。
）
の
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

附
則
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
告
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務 

二 

調
査
に
関
す
る
事
務 

28 

附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た

県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 
事 

 
 

 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
た
ば
こ
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
等
し
た
い
の
で
、
こ

の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
九
号
議
案 

 
 

 

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
中
「
施
設
の
床
面
（
畳
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
面
）
に
お
け
る
照
度
が
当
該
各
号
に
掲

げ
る
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

採
光
及
び
照
明
の
設
備
は
、
定
期
的
に
保
守
点
検
し
、
そ
の
機
能
を
有
効
に
保
つ
こ
と
。 

 

二 

採
光
及
び
照
明
の
設
備
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。 

 

第
五
条
第
一
号
イ
中
「
毎
日
一
回
以
上
」
を
「
定
期
的
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
フ

ロ
ン
ト
」
を
削
り
、
「
毎
日
一
回
以
上
」
を
「
定
期
的
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
ホ
テ
ル
営
業
、
旅
館
営
業
及
び
下
宿
営
業
に
あ
つ
て
は
三
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
人
、
簡
易
宿
所
営
業
に
あ
つ
て
は
一
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
を
基
準
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
及
び
下
宿
営
業
に
あ
つ
て
は
、
客
室
の
床
面
積
三
・
五
平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
人
を
基
準
と
す
る
。 

 

二 

簡
易
宿
所
営
業
（
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
当
た
つ
て
宿
泊
者
の
数
を
十
人
以

上
と
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
寝
室
そ
の
他
宿
泊
者
の
睡
眠
、
休
憩
等
の
用
に

供
す
る
部
分
の
面
積
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
を
基
準
と
す
る
。 

 

第
九
条
を
削
る
。 

 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
旅
館
営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
改
め
、
同
条
中
「
令
第
一

条
第
二
項
第
十
号
」
を
「
旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
旅
館
営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
改
め
、

第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
、
特
定
用
途
鏡
」
を
「
、
横
臥が

し
て
い
る
人
の
姿
態
を
映
す

た
め
の
鏡
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
用
途
鏡
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
フ
ロ
ン
ト
又
は
玄
関
帳
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
設
備
」
を
「
玄
関
帳
場
を
設
置
す
る
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
宿
泊
手
続
」
を
「
宿
泊
者

名
簿
の
記
載
、
宿
泊
料
金
の
受
渡
し
、
客
室
の
鍵
の
授
受
そ
の
他
の
宿
泊
に
関
す
る
手
続
」
に
改

め
、
同
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
削
り
、

第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
九
号
ハ
中

「
電
磁
的
方
法
」
の
下
に
「
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
次
条
第
六
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
第
一
条
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
一
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
第
二
号
か
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ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第

三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 
第
十
二
条
中
「
第
一
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
第
一
号
及

び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、

同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
第
九
条
第
三
号
、
第
四
号
ニ
、
第
五
号
及
び
第
十
号
、
第
十
条
第
三
号
、
第
四

号
ニ
、
第
五
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
十
一
条
第
五
号
、
第
六
号
ニ
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
」

を
「
第
九
条
第
二
号
、
第
三
号
ハ
及
び
第
七
号
並
び
に
第
十
条
第
二
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
ハ
中
「
の
収
容
施
設
」
を
「
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

二
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

旅
館
業
法
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
旅
館
業
の
施
設
の
衛
生
措
置
の
基
準
及
び
構
造
設
備
の

基
準
を
改
め
る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備
を
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
八
十
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
万
五
千
百
三
十
円
」
を
「
十
万
五
千
二
百
九
十
円
」
に
改 

め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
七
千
百
十
円
」
を
「
五
万
七
千
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号 

中
「
五
万
二
千
五
百
七
十
円
」
を
「
五
万
二
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万 

八
千
五
百
六
十
円
」
を
「
二
万
八
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。 

  

別
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
の 

 
 備

考
第
二
号
㈠
中
「
卒
業
し
た
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し 

た
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
備
考
第
二
号
㈠
の
改
正
規
定 

 

は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事 

 

由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償 

 

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た 

 

公
務
災
害
補
償
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年 

 

金
及
び
遺
族
補
償
年
金
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
の
補
償
基
礎
額
に
つ 

 

い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
公
務
災
害
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ 

 

る
。 

 

「 

五
、
一
七
〇
円 

六
、
一
三
〇
円 

六
、
一
四
八
円 

七
、
八
九
三
円 

六
、
八
三
八
円 

九
、
五
二
〇
円 

七
、
九
九
五
円 

一
〇
、
七
六
三
円 

  

 

八
、
八
八
八
円 

一
一
、
六
二
〇
円 

九
、
三
五
〇
円 

一
二
、
三
六
三
円 

 」 

「 

を  

五
、
一
九
五
円 

六
、
一
六
〇
円 

六
、
一
七
五
円 

七
、
九
二
三
円 

六
、
八
六
〇
円 

九
、
五
五
〇
円 

 

八
六
〇
円 

五
五
〇
円 

八
、
〇
一
三
円 

一
〇
、
七
八
八
円 

八
、
八
九
八
円 

一
一
、
六
三
三
円 

九
、
三
六
〇
円 

一
二
、
三
七
五
円 

 」 
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平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政 

令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
対
す
る
休
業 

補
償
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
補
償
基
礎
額
及
び
介
護
補
償
の
額
の
改
定
等
を
し
た
い
の
で
、 

こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 


